
ネット上のいじめへの対応

◆パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる

◆いじめ防止対策推進法の施行・いじめ防止基本方針の策定
・「いじめ防止対策推進法」（平成２５年法律第７１号）

○ いじめの定義…「インターネットを通じて行われるものを含む」と規定。（第２条第１項）
○ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進（第１９条）

・「いじめの防止等のための基本的な方針」（Ｈ２５.１０.１１文部科学大臣決定）
○ 国は、児童生徒に情報モラルを身に付けさせる指導の充実を図るとともに、ネット上のいじめに
対処する体制を整備。

○ 地方公共団体は、ネットパトロールの実施など、ネット上のいじめに対処する体制の整備に努め
るとともに、児童生徒がネット上のいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は
関係団体の取組を支援する。また、児童生徒及びその保護者に対する必要な啓発活動を実施する。

◆「全国いじめ問題子供サミット」の開催
○「ＳＮＳでのいじめの問題を含め、いじめの問題にどう立ち向かうか」を主要なテーマとし、「全
国いじめ問題子供サミット」を開催した（H27.1）。

◆学校ネットパトロールの取組支援
○ インターネットを通じたいじめ問題等に対応するための学校ネットパトロールを実施。

都道府県の取組を支援。

○平成２５年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省）

いじめの認知件数のうち、「いじめの態様」の区分で「パソコンや携帯電話等での誹謗中傷や嫌なことをされる」の件数は
８，７８８件（いじめの認知件数１８５，８０３件に占める割合４．７％）

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計

平成２３年度 358(1.1%) 1,732(5.6%) 870(14.5%) 32(9.5%) 2,992(4.3%)

平成２４年度 1,679(1.4%) 3,700(5.8%) 2,401(14.8%) 75(9.2%) 7,855(4.0%)

平成２５年度 1,712(1.4%) 4,835(8.8%) 2,176(19.7%) 65(8.5%) 8,788(4.7%)
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